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件 名  宍粟市過疎地域持続的発展計画（案）に関するパブリックコメント 

担当課  市長公室 地域創生課 

意見の募集期間   令和７年 12月 15 日から令和８年１月 15日まで 

意見提出者数    １人（応募フォーム １人） 

意見提出件数    ５件 

 

意見の概要と市の考え方  

反映区分   
 

 

 

 

 

 

番号 意見の概要 意見に対する市の考え方 
反映

区分 

１ 今回の改定にあたって、人口の推移

や事業計画の訂正はあるものの、内容

的には５年前の当初計画の「４ 地域

における情報化」の項目に「（４）公共

施設等総合管理計画との整合」が挿入

されている以外、目新しい改定は加え

られていないように思う。 

また、３～11、13 項目に示されてい

る「（４）公共施設等総合管理計画との

整合」については、平成 28 年２月に策

定され、令和５年１月に改定された『宍

粟市公共施設等総合管理計画』で謳わ

れている基本的な考え方を「施設分類

ごとに維持管理・更新等に係る対策の

優先順位の考え方や施設の方向性を個

別計画」に基づいて「整合性を図りな

がら、適切に実施していく」と記載さ

れており、宍粟市の過疎対策としての

生活インフラや公共施設の再編につい

て、「発展計画」を持ち合わせていない

ように見える。少なくとも、令和３年

 今回の計画案については、令和３年

度に策定した現行計画と同様に、『第２

次宍粟市総合計画』の基本方針及び基

本目標を「地域の持続的発展のための

基本方針及び基本目標」として整理し

ており、現行計画と同様に人口減少対

策を最重要課題と位置づけ、若者の定

住促進、子育て環境の充実、雇用の確

保、産業の発展などに重点的に取り組

み、地域の活力の向上につなげること

をめざすものとしております。 

ご意見のとおり、３～11、13 項目の

「（４）公共施設等総合管理計画との整

合」の中には、現行計画では『宍粟市

公共施設等総合管理計画個別計画』の

内容を転記しておりますが、今回の計

画案では、「公共施設の更新・改修につ

いては、『宍粟市公共施設等総合管理計

画』及びその個別計画と整合性を図り

ながら進めていく」との記載に変更し

ております。『宍粟市公共施設等総合管

E 

Ａ：計画等に反映させるもの      １件 

Ｂ：計画等に反映済みのもの       件 

Ｃ：今後の参考とするもの        件 

Ｄ：計画等に反映できないもの     １件 

Ｅ：その他の感想や質問など      ３件 



９月に策定された当初計画からいえ

ば、千種、波賀、一宮で整備された「市

民協働センター」位置づけが全く考慮

されていないのではないか。 

また、令和３年９月の当初計画の策

定時以降に「国勢調査」も実施されて

いるため、人口・世帯動態について分

析することで、さらなる過疎対策の立

案につなげることが可能だったのでは

ないか。 

理計画』は令和８年３月の改定を予定

しておりますが、過疎地域持続的発展

計画に基づいて行う公共施設等の整備

についても、この公共施設等総合管理

計画やその個別計画の内容に基づいて

進めていきたいと考えております。「市

民協働センター」については、今回の

計画案 41ページ「13 その他地域の持

続的発展に関し必要な事項」の中で、

位置づけについて記載しております。 

また、国勢調査に関しては、現行計

画は令和２年 10 月に実施した国勢調

査の情報を盛り込んだ内容としていま

すが、その後令和７年 10月に実施した

国勢調査については、来年度に詳細な

結果が提供される見込みですので、人

口動態等については別途分析を行いた

いと考えています。  

２ 「第２次宍粟市総合計画」の基本方

針及び基本目標では、都市部からの移

住人口、交流人口の増加を努力目標と

しているが、人口減、特に若年者層の

減少による市内企業の外国人労働者の

雇用促進による補填が図られている現

状をどのように位置づけられているの

か。  

 働き手が減少していく中で、外国人

労働者は今後の宍粟市を支えていただ

く必要な人材であると考えておりま

す。その一方で、『第２次宍粟市総合計

画』の基本方針及び基本目標で示すと

おり、引き続き市民が住み続けるため

の支援、都市部等市外からの移住を受

入れるための支援を進めていくことが

必要であると認識しております。 

E 

３ 宍粟市の人口減を出生率の低下と若

年女性層の市外転居と記載している

が、それ以外にも、北部地域から南部

に転居されるケースが多くみうけら

れ、子育て世代等の若年層の「住みづ

らさ」や地域社会の「閉塞感」が原因

としてあるように思う。住民意識の世

代間での違いや変化に地域社会が追い

付いていない現状があるのかと思う

が、そのことについて記載しても良い

のではないか。 

北部３町の高齢化率は山崎町と比べ

て高くなっており、若年層が流出する

原因の一つとして、ご意見にあるよう

な実情もあるかと思います。 

本市では、住み慣れた地域で安全安

心に自分らしく暮らすことができるま

ちづくりをめざして、担い手を育て、

支えあう地域と仕組みづくりを市民や

自治会、事業者や団体及び行政がとも

に考え、取り組んでいくため、令和７

年３月に『第４期宍粟市地域福祉計画』

を策定しておりますので、当該計画に

基づき、人と人が世代を超えてお互い

E 



を理解・尊重し、地域をともに創って

いく社会の実現を進めていきたいと考

えております。 

４ 急激な人口減に歯止めをかけて緩和

対策を図っていくという本計画の方向

性は理解できるが、その先にある自治

会等「地域社会の崩壊」に対して、行

政としての対応策が記載されていない

ので、地域社会の理念を表記しても良

いのではないか。 

近い将来におとずれるであろう自治

会の統廃合による課題や問題点、それ

に伴う生活インフラ、公共施設の統廃

合、自治会管理の橋梁、里道、水路管

理、公民館、集会所、はては自治会所

有の不動産登記など、さまざまな課題

がこの計画に謳われていて良いのでは

ないかと考える。 

ご意見のとおり、人口減少等の社会

情勢の変化等に伴い、さまざまな分野

で地域課題が生じており、市民個人の

努力や行政だけでは対応することが困

難な事例が多くなっています。本市で

は、令和５年３月に『参画と協働のま

ちづくり指針』を定め、これからの地

域運営のあり方を検討していくための

方向性を示しておりますので、38 ペー

ジ「10 集落の整備」「（２）その対策」

中１文目に、「本市では、持続可能な地

域運営の仕組みづくりを検討していく

ことを目的として「参画と協働のまち

づくり指針」を定めている。」を追記し

ます。 

A 

 

５ 今回の改訂にあたって、「付記」に、

見直し事項の検討した課題と計画に反

映された具体的項目を明記され、計画

の修正がわかるようにしてもらいた

い。 

 今回の計画案は、国が示す「過疎地

域持続的発展市町村計画作成例」に基

づき作成しております。ご意見をいた

だいたことにつきましては、計画への

記載の必要はないと考えております。 

D 

 


